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一般競争入札説明書 

 

 武井賢一牛舎新築工事（令和３年度群馬県畜産競争力強化対策整備事業）に係る一般競争入札の

実施に当たっては、関係法令の定めによるほか、この入札説明書による。 

 

１．公告日 

令和４年７月５日 

 

２．契約担当者 

  JA利根沼田和牛繁殖クラスター協議会 武井 賢一 

 

３．担当部局 

  〒379-1204 

利根郡昭和村森下 2809-1番地 

利根沼田農業協同組合 畜産部 酪農畜産課（営農総合センター内） 星野 拓生 

電話：0278-25-8920 

 

４．工事の内容 

 （１）工事名 

武井賢一牛舎新築工事（令和３年度群馬県畜産競争力強化対策整備事業）（付帯工事・設備

工事含む） 

 （２）工事場所 

    群馬県沼田市上沼須町字太夫 565番地、同 566番地 

 （３）工事内容 

    別冊図面及び仕様書のとおり 

（４）工 期 

約３か月間 

 （５）使用する主要な資機材 

    別冊設計書のとおり 

 

５．入札参加形態 

  単体及び特定建設工事共同企業体による参加 

  共同企業体により入札する場合は、委任状を提出する。 

 

６．条件付一般競争入札（事後審査方式）に参加する者に必要な資格（以下「入札参加資格」とい

う。） 

  この公告の日から開札の日までの期間において、次にあげる要件をすべて満たすものであること。 

（１）地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４第１項に規定する契約を締結する能
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力を有しない者及び破産者で復権を得ない者であること。 

（２）群馬県財務規則第 170条第２項に規定する入札の参加制限を受けていない者であること。 

（３）群馬県建設工事請負業者指名停止処置要網第２条第２項に規定する指名停止を受けていない者

であること。 

なお、（２）及び（３）において営業の譲渡を受けた者は、営業を譲渡した者が入札参加制限又

は指名停止措置等を受けているときは、それらの措置を引き継ぐ。 

（４）健康保険法（大正 11 年法律第 70 号）第 48 条、厚生年金保険法（昭和 29 年法律第 115 号）第

27条及び雇用保険法（昭和 49年法律第 116号）第７条の規定による届出の義務を履行している者

であること。（当該届出の義務がない者を除く。） 

（５）会社更生法（平成 14年法律第 154号）に基づき更生手続開始の申立てを行っている者又は民事

再生法（平成 11年法律第 225号）に基づき再生手続開始の申立てを行っている者でないこと。 

（６）この工事に係る設計業務等の受託者でないこと又は当該受託者と資本関係又は人的関係がない

者であること。 

（７）対象工事と同種の工事である畜舎建設工事の元請施工実績が群馬県沼田市及び利根郡であるこ

と。なお、実績の対象期間は過去３０年分まで認める。 

（８）この公告の工事に対応する許可業種に係る監理技術者又は主任技術者を工事期間中に専任で配

置できること。ただし、次に掲げる要件を満たすこと。 

    ア 一級建築施工管理技士の資格を有する者であること。 

    イ 管理技術者にあっては、管理技術者資格者証及び管理技術者講習修了証を有する者である

こと。 

       

７．設計業務等の受託者 

  ６の入札参加資格における「この工事に係る設計監理業務等の受託者」とは、次に掲げる者で

ある。 

   朝倉設計事務所 

 

８．入札参加資格確認申請書（以下「申請書」という。）及び入札参加資格確認資料（以下「資料」

という。） 

（１）申請書及び資料は、令和４年７月５日（火）から令和４年７月１９日（火）までの毎日午前８時

３０分から午後３時までに利根沼田農業協同組合畜産部酪農畜産課（営農総合センター内）に持

参又は郵送のこと。ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除く。 

（２）提出書類 

  ア 入札参加申請書 

  イ 一般競争入札参加資格確認申請書（別記様式１） 

  ウ 同種の工事の施工実績（別記様式２） 

    この公告における入札参加資格を確認できる工事の施工実績１件を記載すること。 

   エ 監理技術者等の資格・工事経験（別記様式３） 

    ア）この公告における入札参加資格を確認できる配置予定技術者の資格、同種の工事の工事経
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験及び申請時における他工事の従事状況等１件を記載すること。 

    イ）配置予定技術者を一人に特定できないときは、複数の候補技術者の資格、同種の工事の経験

及び申請時における他工事の従事状況等を記載すること。 

   オ ウ及びエを補足するための資料 

   カ 会社概要 

直近年度のもので、会社概要がわかるもの（商業登記簿謄本、業務報告書等） 

   キ 民事再生及び会社更生手続き経歴確認書 

ク 契約に係る指名停止等に関する申立書 

ケ 不当事項として指摘された工事等への関係の有無に係る申立書 

コ 配置予定技術者調書（別記様式４） 

（３）配置予定技術者 

  ア 同一の技術者の配置を予定する他の工事を落札したときは、入札辞退届を提出すること。 

  イ 他の工事を落札したことにより技術者を配置することができないにもかかわらず、入札した    

ときは指名停止を行うことがある。 

  ウ 配置技術者を一人に特定できないときは、複数の技術者の配置を予定することができる。 

（４）入札参加資格は開札後に確認するとともに、その結果は令和４年７月２９日（金）までに郵送又

は FAXにより通知する。 

（５）入札参加資格の確認後であっても、資格の確認を行った日の翌日から契約のときまでの期間に、

入札参加資格があると認められた者が指名停止措置を受けた場合には、入札参加資格を取り消すと

ともにその旨を通知する。 

（６）申請書及び資料は、提出期限日以降の差し替え及び再提出は認めない。 

（７）入札参加資格の審査において疑義が生じたときは、申請書又は資料の再提出を求めることがあ

る。 

（８）申請書及び資料は返却しない。 

 

９．入札参加資格がないと認めた理由 

（１）入札参加資格がないと認めた理由は、令和４年７月２９日（金）から令和４年８月５日（金）

までの毎日午前８時３０分から午後３時までに利根沼田農業協同組合畜産部酪農畜産課に別

記様式６（以下「説明申込書」という｡）により求めることができる。ただし、土曜日、日曜

日及び祝日を除く。 

  （２）契約担当者は、説明申込書の提出があったときは令和４年８月１２日（金）までに別記様式

７により回答する。 

 

１０．別冊単抜設計書、それ以外の詳細図面 

（１）設計図書等は、令和４年７月５日（火）から令和４年７月１９日（火）まで利根沼田農業協

同組合畜産部酪農畜産課（営農総合センター内）で配布する。 

（２）設計図書等に係る質問は、令和４年７月５日（火）から令和４年７月１９日（火）までの毎

日午前８時３０分から午後３時までに利根沼田農業協同組合畜産部酪農畜産課に別記様式８
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（以下「質問・回答書」という｡）を提出すること。ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除く。 

（３）設計図書等に係る質問があったときは、２営業日以内に質問・回答書により回答する。 

 

１１．現場説明会 

 新型コロナウイルス感染対策の観点から行わない。 

 

１２．入札方法等 

（１）この入札は、郵送方式により行う。 

   「一般書留」、「簡易書留」、「特定記録郵便」のいずれかの方法により、郵便局の窓口から郵

送する。 

    ＜宛先・送付先＞ 

    〒379-1204 

利根郡昭和村森下 2809-1番地 

利根沼田農業協同組合 畜産部 酪農畜産課 

 （２）共同企業体での入札については協定書を提出すること。 

（３）入札書は、自己の税込見積額から消費税額及び地方消費税額を控除した金額を記載するこ

と｡ 

（４）入札書の引き換え又は変更は認めない。 

（５）入札執行回数は原則として２回までとする。２回目の入札で落札者がいなときは、指名競争入

札に移行する。 

 

１３．入札手続等 

（１）入札開始日時 

    令和４年７月５日（火）午前 ９時  

（２）入札書及び工事費内訳書提出締切日 

   令和４年７月２５日（月）必着 

（３）工事費内訳書開封予定時間 

    令和４年７月２６日（火）午前１０時 

（４）開札予定日時 

令和４年７月２６日（火）午前１０時 

 

１４．入札保証金及び契約保証金の納付 

  免除 

 

１５．工事内訳書 

（１）入札参加者は、第１回目の入札に際し、自己の見積金額にかかわらず工事費内訳書を提出する   

こと。 

（２）工事費内訳書における工事価格は入札金額と一致すること。 
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（３）工事費内訳書は返却しない。 

 

１６．開札 

  開札は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。 

 

１７．入札無効 

（１）入札参加資格ない者が行った入札 

（２）入札に係る不正行為を行った者による入札 

（３）虚偽の申請書又は資料を提出した者が行った入札 

（４）同一の者が行った複数の入札 

（５）工事費内訳書を提出しない者が行った入札 

（６）工事費内訳書における工事価格と入札金額が一致しないとき。 

（７）落札候補者が開札から落札決定までの間に指名停止となったとき。 

（８）その他入札に関する条件に違反したとき。 

（９）無効の入札を行った者を落札者としていたときは、落札決定を取り消す。 

 

１８．落札候補者の決定方法 

（１）入札金額が最も低い者を落札候補者とする。 

（２）入札金額が最も低い者が二者以上いるときは、くじ引きにより決定する。 

（３）落札候補者がこの工事を施工する能力がないと認められるとき又はその者と契約することが公

正な取引の秩序を乱すおそれがあり、著しく不適正であると認められるときは、次に入札金額が低

い者を落札候補者とする。 

（４）この入札は失格基準価格を設けない。 

（５）落札候補者を決定したときは、電話により通知する。 

（６）この入札の審査結果は、ホームページ掲示板により公表する。 

 

１９．工事請負契約書 

（１）建設工事請負契約書を作成すること。 

（２）契約書は、２部作成し、１部の印紙代を負担すること。 

（３）契約価格は、決定金額に消費税額及び地方消費税額を含めた金額とする。 

（４）契約書と併せて、社会保険関係法令の遵守についての誓約書及び暴力団排除に関する誓約

書と提出すること。 

 

 

２０．支払条件 

（１）前払い金 

落札者と協議の上支払う。 

 （２）中間前払金 
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    落札者と協議の上支払う 

 （３）部分払いの回数 

    落札者と協議の上支払う。 

 

２１．火災保険を付することの要否 

  要 

 

２２．この工事に密接な関連がある他の工事 

  敷地造成工事、鑿泉工事について、この工事の落札者と随意契約を締結する予定 

   

２３．談合情報に対する対応 

（１）入札に関して談合情報があった場合は、入札の執行延長、事情聴取、契約書の聴取及び工事費内

訳書の聴取並びに公正取引員会への通報を行うことがある。 

（２）入札談合の疑いがあると認められるときは、入札の執行を取りやめることがある。 

（３）契約締結後に入札談合の事実があったと認められる証拠を得たときは、契約を解除することがあ

る。 

 

２４．その他 

（１）申請書および資料の作成および提出に係る費用は、入札参加者の負担とする。 

（２）契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本通貨に限る。 

（３）この説明書は、この工事に係る手続以外の目的に使用してはならない。 

（４）資料の作成及び提出に係る費用は入札参加者の負担とする。 

（５）入札執行が完了するまでの間、利根沼田農業協同組合への本件に関して面談または電話等

は一切認めない。受注済みの別件工事等に関する連絡等、特に要件がある場合は事前に申し

出、承認を得ることとする 


